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正会員各位 

 

一般社団法人 佐賀県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 3団体協議会 

選挙管理委員長  島ノ江 寿  

  

 

告   示 

 

一般社団法人 佐賀県リハビリテーション 3団体協議会定款第 23条第 1項および選挙規程第 6章に基

づき、役員候補者選挙を下記の通り告示する。尚、選挙規程及び要綱については各３団体ホームページ

よりダウンロードし、確認すること。 

 

記 

 

１．選挙権・被選挙権 

告示日（令和 6年 4月 9日）現在の正会員において選挙権、被選挙権を有するものとする。 

ただし、休会者・会員未登録者・会員資格停止者には、選挙権・被選挙権ともに資格を有しない。 

  

２．役員定数および任期 

 ・理事   ９名以上～１５名以内   

 ・監事      ２名以上～３名以内 

・任期  理事・監事  ２年 

  

３．立候補の届出について 

 (1)立候補要件および方法 

 ・立候補は、告示日現在の正会員は均しく立候補可能である。 

 ・立候補する者は、立候補届および立候補者情報（佐リ３選管様式第４号・第５号）に必要事項を記

載し、受付期間内に選挙管理委員長へ届け出るものとする。 

 ・立候補届の様式は各３団体ホームページより各自ダウンロードすること。 

ダウンロードは令和 6年 4月 9日より可能である。 

佐賀県理学療法士会：http://sagapt.or.jp/ 

佐賀県作業療法士会：http://www.sagaot.com/ 

佐賀県言語聴覚士会：https://st-saga.jp 

・立候補届を提出した後に候補を辞退する場合は、上記各３団体ホームページより立候補辞退届（佐

リ３選管様式第６号）をダウンロードし、必要事項を記載の上選挙管理委員長へ届け出ること。 

 

 

 

 

 



(2)立候補受付期間 

 ・令和 6年 4月 16日（火）～令和 6年 4月 23日（火）まで。当日の消印を有効とする。 

・封書には「役員候補者選挙 立候補届在中」と記載の上、下記宛先まで郵送すること。 

 

(3)提出先 

  〒841-0074 

  佐賀県鳥栖市西新町 1428-566 医療福祉専門学校 緑生館内 

  一般社団法人 佐賀県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 3団体協議会  選挙管理委員長  島ノ江 寿 宛 

 

４．投票選挙について 

・立候補者数が定数以下の場合は、立候補者全員を無投票とし、投票は行わない。 

・立候補者多数の場合、立候補者と投票に関する告示を全ての正会員に周知する。また、令和 6年 4

月 26日（金）［予定］に各３団体ホームページに掲載する。 

・投票は郵便または電磁的記録式媒体を用いた投票とする。 

 

５．選挙結果について 

・役員定数に満たない場合は立候補者全員を無投票とし、不足数を各 3団体で選任後、総会の承認を

持って当選者を決定する。投票選挙においては、投票締め切り後、選挙管理委員長が立会人のもと

に開票し、決定する。どちらにおいても結果は速やかに各３団体ホームページを通じて公表する。 

・異議申し立てについては、公表日から１週間（７日）以内とし、文書または電子メールをもって選

挙管理委員会に申し立てることができる。 

 

６．選挙までのスケジュール［予定］ 

告示日    令和 6年 4月 9日（火） 

立候補受付  令和 6年 4月 16日（火）～4月 23日（火）必着 

立候補者一覧 令和 6年 4月 26日（金） 

投票期間   令和 6年 5月 13日（月）～5月 28日（火）必着 

開票     令和 6年 5月 29日（水） 

 

７．問い合わせ 

 佐賀県リハビリテーション 3団体協議会 選挙管理委員会 

  E-mail：［佐賀県作業療法士会］h.sima@ryokuseikan.ac.jp    （島ノ江 寿）  

E-mail：［佐賀県理学療法士会］hhp-reha@star.saganet.ne.jp （陣内 健太）  

  E-mail：［佐賀県言語聴覚士会］wakiyama5000@gmail.com      （脇山 鏡太郎） 

以上 


